
 

 

狩野公民館：狩野コミュニティだより №５ R７.８月号（７月２０日発行） 
那須塩原市槻沢２３１番地 電話（FAX）０２８７－３７－３５２８ 
e-mail  kou-karino@city.nasushiobara.tochigi.jp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

午後５時～午後６時４５分 小雨決行（荒天時は１７日に順延） 

団体で踊ってくれる方々

に団体賞をプレゼント 

先着４組・要事前申込 
子どもお楽しみイベントは 

午後３時４５分から 

午後４時３０分まで 

mailto:kou-karino@city.nasushiobara.tochigi.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７月６日に狩野公民館の除草作業を実施しました！ 

御協力いただきありがとうございました！ 

趣味や好きなものの情報をいろいろ集めたい、ＳＮＳに興味はある 
けど一人で始めるのはちょっと不安…そのような方にオススメの講 
座です。（全３回） 
みなさんの生活に役立つスマホの使い道をぜひ見つけてください！ 
 

回 日程（時間は 10:00～11:30） 内 容 

１ ９月１３日（土） 【準備編】スマホで安全にコミュニケーションを楽しむには 

２ ９月２０日（土） 【実践編】LINE・Instagram などの SNSを使いこなす 

３ ９月２７日（土） 【応用編】見たまま検索・ＱＲコード決済・地図を使って情報収集 
 
●場 所：狩野公民館 講座室 
●対 象：狩野地区住民 １０名（先着順） 
●講 師：合同会社フォーアイコンサルタント 代表 石田 信行 氏 
●参加費：無料 
●持ち物：スマートフォン、筆記用具 
●申込期間：７月３０日（水）午前９時から 
     狩野公民館へ電話（℡37-3528）か窓口まで（定員になり次第締め切り） 

 

QR コードからも 
申し込みできます 

那須塩原市 

ホームページ 

那須塩原市公民館では、認定条件

を満たすボランティアグループの公

民館使用料が免除対象となりまし

た。認定条件や利用方法などの詳細

は、ホームページを御覧ください。 

ボランティアグループが 

公民館利用料減免対象 

となりました 

シニア倶楽部しののめ② 

安全講話「最近の悪質商法の手口と対応方法」 

６月２５日（水）身近な悪質な手口について情報交換を

行い、意見交換しました。その後、講師の栃木県消費生活

リーダー連絡協議会のみなさんによる講話では、寸劇やク

イズを用いながら、様々な詐欺の手口やその対応方法につ

いて、今後の生活に役立つ内容を教えていただきました。 

消費生活のご相談は、☏188 消費者ホットラインへ 

 


